
23 私学及び県立大学に対する財政支援の充実強fヒに
ついて

【総務省、文部科学省】

【提案・要望】
1 私立小 。中 。高等学校及び私立幼稚園の健全な経営と保護者負担の軽減を促進

するため、更なる財政支援を図ること

(1)「私立高等学校等経常費助成費補助金」の拡充を図ること

(2)経常費助成費補助金に係る地方交付税措置の拡充を図ること

2 平成32年度までに年収590万円未満世帯を対象とした私立高等学校授業料の実

質無償化が実現されるが、保護者負担の公私間格差を是正するため、高等学校等

就学支援金の更なる拡充を図ること

3 地方の公立大学が地方創生で果たす役割の重要性に鑑み、地元産業界が求める

人材育成や地元定着の促進などの取組に対する特別交付税の措置上限額を拡大す

るとともに、公立大学の運営費に係る普通交付税の拡充を図ること

【本県の現状・課題等】

<経常費助成費補助金・地方交付税措置の拡充>
。本県では、高校生の約3割、幼稚園児の約9割が私学に通学・通園しており、建学の精神
に基づいた特色ある教育を通じて、本県教育の振興に大きく寄与している。

。本県の私立学校は小・中規模が多く、財政基盤が脆弱であるとともに、少子化の進行が早

く、健全な経営の下で教育環境を維持するためには、十分な経済的支援が必要。

経常収支差額比率 (川28):全 国 2%、 本県 ‐40/。

※学校法人 (大学設置法人除く)::二

ζ二:[`[:を拿〕
0～ 14歳人口 (H37/H22):全 国 78.6、 本県 71.8

※H22を 100と した時のH37

<保護者負担の公私間格差是正>
・本県の私立高等学校における、平成29年度の授業料平均額は358,701円であるが、実質無

償化後においても年収590万円以上の世帯については、依然として保護者負担が大きい。

<公立大学に対する財政支援の拡充>
。長崎県立大学においては、平成28年 4月 に学部学科再編を行い、長期インターンシップや

地域の産業を支える人材育成など地方創生に寄与する取組を新たに実施 しているが、その

必要経費が特別交付税の措置上限額を上回つている。また、高等教育機会の提供、学術研

究の振興、地域貢献など地域における知の拠点としてますます大きな役割を求められてい

る。

(本県の取組)

・国の私立高等学校等経常費助成費補助金の生徒下人当たり補助単価と地方交付税単価に県

単独の財源を上乗せして経常費補助金を交付 している。
・年収430万円未満の世帯については、高等学校等就学支援金に県の授業料軽減補助金を上

乗せして助成している。
・本県においては人口減少に歯止めをかけ、地方創生の取組を進めることが重要課題となつ

ており、長崎県立大学においても、地域に根ざした実践的な教育等を通じて、若者の地元

定着を推進している。
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◎ 就学支援金制度と長崎県の私立高等学校等授業料軽減補助制度

国の実質無住1化
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【提案・要望実現の効果】
(経常費助成費補助金・地方交付税措置の拡充)

。私学助成費が増額され、私立学校の経営状況が改善されることにより、学校は教員の資

質や数を充実するとともに、耐震化など学校施設・設備の整備を促進することができる。

(保護者負担の公私間格差是正)

。高等学校等就学支援金を更に拡充することで、家庭の経済状況にかかわらず、意志ある

高校生等が安心して進路を選択することができる。

(公立大学に対する財政支援の拡充)

・十分な財政支援が行われることで、県立大学の地方創生に寄与する取組が強化され、若

者の地元定着が促進される。
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24 私立学校・幼稚国施設の耐震化に係る財源の拡充
について

【文部科学省】

【提案・要望】

耐震イと事業に係る国庫補助の充実を図ること

(1)私立学校・幼稚園施設耐震化事業 (補強・改築)については、学校法人の耐

震化計画に支障が出ないよう、必要とされる事業費を当初予算において、十分

に確保すること

(2)私立学校・幼稚風施設耐震化事業の補助率については、公立学校より低く設

定されているので、公立学校と同率の補助とすること

(3)平成30年度までの時限措置となっている、耐震改築工事に係る補助制度を延

長すること

【本県の現状。課題等】
・本県の私立学校及び私立幼稚国の耐震化率は、全国平均を大きく下回つており、災害時にお

ける幼児、児童、生徒の安全確保が喫緊の課題となっている。

。また、新耐震基準施行 (昭和56年)以前に建築された学校施設が多く、耐震化を早期に進め

る必要があるが、財源確保が最大の課題となっている。

。国の当初予算において必要な事業費が確保されないことにより、事業着手に遅れが生じるな

ど、計画的な事業執行に支障をきたす場合がある。

。幼児、児童、生徒の安全 。安心な教育環境づくりは、公立、私立の区別なく進める必要があ

るが、私立学校 。幼稚園施設の耐震化事業に対する国庫補助率は、公立学校より低く設定さ

れている。

・耐震改築工事については、多額の事業費が必要であり、国の補助常ll度が廃止されると、財源

の確保に支障をきたし、事業着手が難しい状況となる。

(本県の取組)

。本県では、平成21年度から回の補助に県単独の上乗せ補動を行つており、更に平成28年度

からは緊急防災・減災事業債を活用し、指定避難所とされている学校施設については、県単

独の補助率を 1/6か ら1/3まで引き上げている。

―-49-―



全国の耐震化の状況(小・中・高等学校)H29.4.1現 在
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【提案。要望実現の効果】
(耐震化に係る当初予算の十分な確保)

・補助要件を満たす事業について、当初予算で必要な予算を確保することで早期かつ計画

的な耐震化に取り組むことができる。

(耐震化事業の国庫補助率)

。設置者負担が軽減されることにより、耐震化が促進され、幼児、児童、生徒の安全 。安

心な教育環境が確保される。

(耐震改築工事に保る補助制度の延長)

・耐震補強よりも多額の事業費を要する耐震改築が必要な学校施設について、設置者負担

が軽減され、事業着手することができる。
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25 原爆被爆者援護対策等の充実について

【厚生労働省】

【提案・要望】
1 被爆者に対する保健医療福祉の充実

(1)よ り被爆者救済の立場に立って原爆症の認定を行うこと

(2)特定健診の健診項目を追加するなど健康診断内容等の充実を図ること

(3)介護保険利用に伴う援護対策の改善を図ること

(4)被爆者関係施設の施設 。設備整備にかかる助成措置を講じること

(5)被爆者医療及び介護保険の地方財政負担の改善措置を請じること

(6)在外被爆者の援護について、居住国等における実情を踏まえ、より利用 しや

すい制度となるための措置を講じること

2 被爆実態に関する調査研究の促進

(1)原爆被爆による被災調査の促進を図ること

(2)原爆放射線の身体的、遺伝的影響についての調査研究の促進を図ること

(3)被爆二世に係る健康状況の実態調査を国において実施すること

3 原爆死没者に対する弔意事業等を充実強化すること

4 被爆体験者及び被爆二世に対する援護等の促追

(1)被爆体験者支援のための更なる手続き簡素化や対象合併症の拡大及び県外居

住者や原爆投下時胎児であつた者の精神的影響の検証を行うこと

(2)被爆二世の健康診断について、がん検診の拡充などよリー層の充実を図ること

5 長崎・ ヒパクシヤ医療国際協力会(ナ シム)の医療国際協力事業への助成措置を講

じること

【本県の現状。課題等】

被爆者及び被爆体験者の平均年齢
`よ

80歳 を超えており、日常生活に支援を必要とする方が

年々増加 している状況で、被爆者等の実態に即した援護対策の充実・強化が急務となっている。

原爆症認定については、平成25年度の新基準導入後も、全国的に訴訟が続いており、行政

認定と司法判断の乖離が解消されていない状況である。

被爆体験者及び被爆二世について、現時点では放射線影響に関する科学的知見が得られてい

ないため、被爆者援護法に基づく援護の対象となつていない。

被爆者健康手帳所持者には介護保険サービス利用時の自己負担分に対する助成制度がある
が、対象とならないサービスがあることや、また、被爆体験者支援事業においては、県外在住

者や原爆投下時胎児であった者が事業の対象となっていないことなど、制度上の不均衡が生じ

ている。

(本県の取組)

被爆者の後障害に関する研究成果の発表、討論を行う「長崎原子爆弾後障害研究会」を、長
崎県、長崎市、医師会等が助成し、開催している。
長崎・ヒバクシャ医療国際協力会 (通称 :ナシム)では、長崎県及び長崎市の助成により、

被爆地である長崎が培った被曝者医療の実績と研究成果を活かし、被曝 (爆)者医療分野にお
ける国際貢献を行つている。
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‡】宝̀文暴う 29

区 分 被 爆 者 被 I爆t▲ 験 者

人 数 平 均 年 齢 人 数 平 均 年 齢

岳 崎 曜  (長 崎 市 弁 除 () 11.385人 82.61 歳 1_252 人 80.2 歳

長 山寄 市 29,064人 81.67 歳 4_919 人 80.4 響霊

県 全 体 40,449人 81.93 吉笠 6_171 人 80.4 歳

【被爆者数、被爆体験者数と平均年齢】

【介護保険等利用に伴う援護対策の現状】

On臨 対a外サービス

・夜間対応盟前田介鷹
・節間入潜介虚
・盟知症対廊理共同生活介重(グルとプホーム )

・指定建設入層書生活介題(■料を人本―ム等 )

・地贈密着製特建協震入層書生活介E
・編祉用鼻賞与 など

高齢化により、煩雑な更新手続きが難しくなつている。
H30.4～ 更新期間が 1年から3年に延長

→ 更なる手続きの簡素化が必要

0所得嗣諷がある介E保険サTビス等

・講同介護
・介醸予防。日串生活糞援構含事業における防間型

※ 所得制臓 "・ 所得機の納税が舞生する場合、
自己貴担に対する助成がない。

【長崎被爆体験者支援事業 (国からの委託)】

第二種健康診断受診者証所持者のうち被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する特定の精

神疾患に要医療性があると判断された者に「被爆体験者精神医療受給者証」を交付し、精神疾患及びこれ

に起医lす る合併症の治療等に係る医療費を支給。

対象者 :長崎県内居住者 O
長崎具Λ居住者 X
原爆投下時胎l戸 であった者 X

県外居住者・原爆投下時胎児であつた者の

精神影響調査を実施、その検証結果に基づ

く対象者の明確化が必要
多くの疾患に苦しんでいる。

(最近追加された合併症)

・認知症 l側28.4)

・脳血管障害 (H29.4)

・糖尿病の合併症 (封 30,4)

(対象外の主な疾患)

・がん 日肺炎
コ貧血  ・関節症

・高脂血症

【在外被爆者の現状】 平成28年度末チ見在

「

…
~

1国内とは医療制度が異なる様々な国や地域に居住しており、

高齢化も重なつて、煩雑な申請手続きを行うことが困難と

なっているため、申請手続きの簡素化等が必要。

【長崎 ロヒパクシャ医療国際協力会 (ナ シム)による国際貢献】
(平成29年度末現在)

主な事業 受入人数 (累計)

韓国医師等研修 210人

チェルノブイリ等関連国医師研修 154人

【提案。要望実現の効果】
援護対策を充実することによって、高齢化 した被爆者及び被爆体験者の健康保持が図ら

れ、より多くの人々を救済することができる。

調査を行うことによって、より被爆の実態に沿つた援護施策を推進することができる。ま

た、被爆による遺伝的影響等の調査を行うことによって、健康不安を感じている二世への援

護の充実が図られる。

今後も弔意事業及び被爆の実相の啓発活動を行うことにより、後世に原爆の悲惨さと平和

の大切さを伝え、世界の恒久平和の実現に寄与できる。

ナシムに対 して国から助成を行うことにより、本県が有する被曝 (爆)者医療実績と成果

を活かし、国際協力を一層推進することができる。
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26 電源三法交付金制度の見直しについて

【経済産業省】

【提案。要望】
1 火力発電施設向け交付金制度の見直しについて

原子力を中心としたエネルギー政策のもとで行われた火力発電施設に関する削

減措置について、電力移出県等交付金相当部分の交付金算定係数を元に戻すこと

2 電源立地地域対策交付金等の対象地域の拡大について

電源立地地域対策交付金の原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分及び電源

地域振興促進事業費補助金の交付対象地域について、原子力災害対策重点区域

(緊急時防護措置を準備する区域 (UPZ))を含む市町村に拡大すること

【本県の現状・課題等】

1 火力発電施設向け交付金の見直しについて

電力移出県等交付金相当部分の交付金算定係数については、国の電源立地地域対策交付

金交付規則に規定されているが、平成23年度から火力発電施設に対し不利な扱いをされ

たことで、県及び市町に対する支付金が減額となつたため、電源地域の地域振興 。産業振

興に支障をきたしている。

2 電源立地地域対策交付金等の対象地域の拡大について

玄海原子力発電所から8.3kmし か離れていない松浦市鷹島町は、国の電源立地地域対

策交付金の運用について (通達)において、「発電施設の敷地から水城を隔てた場合は、

6km以内の隣接市町村に限る」旨の規定があるため交付対象外となっている。

松浦市鷹島町をはじめ、原発周辺地域においては、農林水産業や企業立地など産業振興

について、原発の所在による影響を常に念頭に置いた経済活動や行政運営を強いられるな

ど、本県の不利な条件を克服するための対策が必要になつてきており、原発所在自治体と

の不均衡の是正が急務である。

【移出県等交付金の算定にかかる係数 (現行)】

現行(H23～ )H22以前

想定発電

謝力量ベース
実績発電

電力量ベース
想定発電

電力量ベース
実績発電

電力量ベース

2.4 2.4原子力 1.6

2.0 1.3 2.0水力・地熱 1.3

1.0 1,5 0.9 とて0火力

交付単価の引き下げ (28円→27円 )

交付金算定にかかる計算式

発電電力量 = 【(想定発電量怒0.

移出県交付金 = (発 電電力量 ―

9X1/3)+(実績発電量 Xl.

消費電力量)X交付単価 (

/
>
0)(2/3】

27円 )

―-53-―



【電源立地地域対策交付金の対象地域 (現行)】

※ 1 「水域を隔てた場合は、 6km以 内の市町村に限る」

「隣々接地域は発電用施設等の所在都道府県内のものに限る」

⇒ 所在県外の隣々接市町村は交付対象外

区  分 所在市町 隣接市町 隣々接市町

所在県 O O O

所在県外 〇 ※1 × ※2

※ 2

⇒ 鷹島町は 8km以 上で り、隣撻 とな らな い ^

0
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哺

◆
　
　
　
　
　
い

っ
　
　
　
　

２。ｋ

七 殺空 チユ

30km

的 dl大島

t
10km 松浦市鷹島町から

玄海原子力発電所を望む●

松′南南 F        軍″
0            9

攣

i        伊万肇南

予衰々露J           I

-        O ff等随
i '■ 11孝 r`ilと       

―

糸島南

,
ダ

多欠市

後 姿 ず∫と  ..

武薙番

吼

　
　
　
す〓ｒ

一．一一・一れ生笠考遠島

南
工
芹

】

，
　

幕 福島

二導
．ゅ

〉(UPZ  (Urgent Protective action planning Zone)

(緊急時防護措置を準備する区域)原発から30km

【提案 a要望~夫
現の効果】

1 火力発電施設向け交付金の見直しについて

移出県等交付金の交付算定係数の復元で、交付額の確保を図り、電源地域の地域振興・

産業振興ともに安定的な電力の供給に緊げる。

2 電源立地地域対策交付金等の対象地域の拡大について

原子力発電所が立地する周辺地域においては、農林水産業の振興や企業立地の促進等に

おいても不利な条件を被ることから、原子力施設所在道県の区域内外にかかわらず、UP
Zを含む市町村に交付対象地域を拡大することで、県内地域の地域活性化及び産業活性化

を図る。
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27 有明海等再生のための総合的対策の実施について

【農林水産省、国土交通省、環境省】

【提案・要望】

有明海の再生、水産資源の回復に向け、漁業者が成果を実感できる抜本的対策や

取組の展開を図るため、総合的な調査・研究を実施するとともに、以下の対策・支

援を行うこと

(1)漁場環境対策について、関係省庁運携の下、具体的な再生目標 と、効率的か

つ現実的な手順を具体的に示すとともに、大規模な実証事業を含む必要な事業

の創設・拡充及び予算の確保を行うこと

(2)養殖・漁船漁業振興対策について、新たな養殖技術の更なる普及を図るとと

もに、有明海等特別措置法に規定されている赤潮等の漁業被害に係る具体的支

援策を確立させること。また質の高い種苗の大量放流などによる水産資源の回

復を図ること
:

【本県の現状・課題等】

有明海は底質の泥化や有機物の堆積等海域環境が悪化し、二枚貝をはじめとする漁業資源の

減少が進み、漁家経営は極めて厳しい状況である。

平成29年 3月 に「有明海 。人代海等総合調査評価委員会報告」がとりまとめ公表されたが、

具体的な再生目標や抜本的な再生方策の提示に至っていない。引き続き、熊本新港や筑後大堰

等の大規模な工事並びにノリ養殖での酸処理剤の使用や施肥等、有明海全域における複合的な

要因を十分考慮した総合的な調査・研究を行う必要がある。

漁場環境改善対策については、平成27年度から有明関係 4県が協調した二枚貝類の資源回

復に向けた取組などを実施しており、一部で効果が見え始めているが、局所的で持続性に課題

があり、作澪 (さ くれい)や覆砂などの抜本的な漁場改善手法及び効果を持続させるための対

策の確立とそれを踏まえた大規模かつ継続的な対策の実施を可能とする特別な事業が必要であ

る。

養殖 。漁業振興について、養殖生産の規模拡大や、質の高い放流用種苗の安定確保などが課

題となっている。また赤潮対策について、平成23年 8月 の法改正により、国及び地方公共団

体は赤潮等による漁業被害を回避するために必要な措置を請ずることが義務付けられており、

国において具体的な支援策を確立する必要がある。

(本県の取組)

県計画の下で「海域環境の保全及び改善」として作澪`や覆砂、海底耕うんなど、また「水産

資源の回復等による漁業の振興」として4県協調したクルマエビやガザミの種苗放流、カキや

アサリの新たな養殖技術の普及などに取り組んでいる。

作澪や、高品質ブランドとして垂下式養殖アサリ「ゆりかごあさり」、日本一の牡蠣と評価

されるシングルシードカキ「華漣」など、一部に成果も出つつあるが、地元から、漁業者が成

果を実感できるような、抜本的な対策や取組を展開していただきたいという強い要望があり、

漁業者の所得向上につながる対策の実施が必要である。
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【提案。要望実現の効果】
(1)漁場環境対策について

漁場環境改善対策を大規模かつ計画的に実施することにより、有日月海全体の環境の改善

が図られ、漁業生産が拡大する。

(2)養殖 。漁業振興対策について

養殖業の規模拡大、質の高い種苗の大量放流などにより、養殖業、漁船漁業の生産が拡

大し、経営安定が図られる。

また赤潮等による漁業被害者等の具体的支援が確立されることによって、赤潮により大

規模な被害を日ヱけた地域の早期再建が図られる。
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28 太平洋クロマグロの資源管理について

【農林水産省】

【提案・要望】

中西部太平洋まぐろ類委員会 (WCPFC)に おける国際約束に基づき取り組んで

いるクロマグロ資源管理について、一部地区の大量漁獲によって制度を連守 してき

た本県の漁業者が枠を残 したまま操業自粛を強いられている。このため本県の漁業

者からは当該制度の抜本的な見直しや規制で影響を受ける漁業者への負担軽減策が

強く求められている。国は、より公平で、沿岸漁業経営への影響を踏まえた制度と

なるよう措置すること

(1)資源管理に協力するため、苦渋の決断をして養殖用種苗等の漁獲を自粛して

いる本県の漁業者に対 して、今漁期の必要最小限の漁獲が可能となるよう特別

な配慮をお願いしたい

(2)ク ロマグロ漁業承認者が漁家経営安定のため他漁法を導入する場合、必要な

漁労機器や漁具等の導入に対する支援制度を創設すること

(3)平成29年度補正予算で措置された定置網への放流作業支援同様の措置を定置

網以外の釣り、曳縄等にも行うこと

【本県の現状。課題等】

本県ではクロマグロを一本釣、曳縄、定置網など多種多様な漁業で採捕しており、H30年 3
月現在で2,503隻 がクロマグロ漁業の承認を受けている。特に離島部では鮮魚だけではなく養

殖用種苗として利用しており、漁業と養殖業の双方にとって重要な魚種となっている。本県に

は全国枠の1/3以上の6竜 3.8ト ンが配分され、来遊時期の違いから、対馬、壱岐、五島、県北、

県南と5つの海区に分け、さらに対馬や壱岐では自主的に漁協ごと、漁業者ごとに数量を割当

て、計画的な数量管理が行われてきた。特に対馬では、漁期の後半の 5、 6月 に来遊する魚体

重2k野呈度の小型魚を養殖用種苗として採捕するために多くの漁業者が獲り控えていた。

しかし今漁期は10月 に北海道の定置網の大量漁獲が発生し、小型魚全体枠の3,423.5ト ンを

超過するおそれが大きいとして、平成30年 1月 23日 、本県には200ト ン以上 (本県枠の1/3)

の残粋があつたが水産庁は全国に操業自粛を要請した。

本要請により、厳格に漁獲を管理し、価格が高くなる時期まで我慢してきた漁業者が制約を

受け、計画的な経営に支障を及ぼす実態が生じるとともに、「獲り得」の結果となる現行制度

の見直しを求める声が大きくなった。

また、漁業現場では放流努力を行っているものの、定置網への大量入網やクロマグ国以外を

目的とした釣り、曳縄等にもクロマグロが掛かるため、漁業者は再放流に多大な労力を割かれ

ている。

定置網に大量に入網したクロマグロを放流している様子
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靱 間の漁獲状況 (平成30年4月 13日 までの報告分 ) く単位ホン)

管理期間

沖合漁業はH291～ 12

沿岸漁業はH29,7～ ‖306
留保枠 78.3ト ン

盛趣驚 も(発 島さえてしヽます。案犠ねくA賤を超えてと|ない壌合賛あ・,て亀ェ逸4塩残

`=自

雲盗笠ゝます々

※観時点での速穏饉のとりよとめであり、お贈俄

`最
新情報に更新されていくことを予め留ぬしてください。

来合こ1の 数には、口構垂入しているため、綱々の数と0,合 BIと ―政しない颯とがあります.

の小型クロマグロ(3 H30.4.14現在)(暫定値 )

トン )

【提案・要望実現の効果】
(項 目1)

操業自粛に協力した漁業者の操業が少しでも確保されることで、曳縄漁業者等の収入確保

や、クロマグロ養殖業者への影響回避により経営安定につながり、漁業者の不公平感が緩和

される。

(項 目2)
クロマグロ漁業承認者が他漁法への転換を行うことが可能となり、漁業者の経営安定が図

られるとともに、クロマグロ漁獲数量の抑制も期待できる。

(項 目3)
H29国補正予算で可能となった定置網業者に対する混獲回避措置への支援について、本県

で着業者数が多い一本釣、曳縄、延縄漁業等にまで拡大することで、安心して資源管理に取

り組むことができ、また経営への影響を抑えることができる。
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29 安全 。安心で強靭な県土づくりについて

【国上交通省、農林水産省】

【提案・要望】
大規模 。激甚化する風水害 。土砂災害 。地震災害から県民の生命 。財産を守り、

災害に強く安全 。安心で強靭な県土づくりに必要な予算を確保するとともに施策拡

大を図ること

(1)予算確保

(防災 。安全交付金)

・遭路災害防除事業、電線共同溝事業
。港湾改修事業
。海岸事業
。河川改修事業、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業
。住宅市街地総合整備事業、住宅・建築物安全ス トック形成事業 (耐震 )

(農 山漁村地域整備交付金)

。海岸事業

(民有林治山事業・農村地域防災減災事業)

・治山事業、地すべり防止事業、ため池整備事業

(2)施策拡大
・土砂災害防止法に基づく基礎調査費の補助率の嵩上げ

【本県の現状。課題等】

梅雨前線に伴う大雨やゲリラ豪雨、また、台風の常襲地帯に位置している本県において
は、頻繁に洪水・浸水被害や土砂災害が生じており、近年、災害の発生件数は増加傾向にあ
り、県民生活に多大な影響を与えている。また、隣県においても大規模な地震が発生してお
り、防災・減災対策による強靭な県土づくりに向けての着実な推進を図る必要がある。
特に、土砂災害防止法に基づいた上砂災害普戒区域の指定のための調査を平成31年度ま

でに完了させる必要があるものの、進捗率は590/。 (平成29年 12月 末現在)と早急な対応が

必要となっている。
本県の海岸線延長は4,200kmと 全国第2位 となっており、人口と資産のほとんどが海岸近

くに集中しているため、高潮被害等を受けやすい状況にある。
また、土石流危険渓流数が全国第7位、地すべり危険箇所数が全国第2位、急傾斜地崩壊

の危険箇所が人家5戸以上で全国第3位、lk浦 あたりの危険箇所数 (危険箇所密度)は全国
1位と災害の発生しやすい環境にある。

(本県の取組)

平成27年に「長崎県国土強靭化地域計画」を策定し、ハード対策とソフ ト対策の、両輪
による取組みをすすめている。

【豪雨によると砂災害等発生状況】【止砂法指定状況】
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がけ崩れ被災状況

平成25年 7月 6日発生

佐世保奮鹿子前町 鹿子前地区

山腹出塩被災状況

平成29年 6月 30日 発生

壱岐市勝本町仲触薮田地区

・
=■

4と
球サ~‐‐ト

・ を
・

【提案・要望実現の効果】
(項 目 1)

防災能力を高めることで、確実な警戒避難などのソフ ト対策の充実が図られ、県民の生

命 。財産を守り、安全で安心できる生活環境を確保するとともに自然災害に備えた道路の防

災対策や橋梁 。岸壁などの耐震化による緊急物資輸送のネットワークが構築できる。

(項 目2)

基礎調査が進捗することにより上砂災害の恐れのある箇所が明らかになり行政の「知らせ

る努力」と住民の「知る努力」が相乗的に働き、土砂災害から県民の生命身体が守られる。

佐護川 洪水による漫水状況

平成28年 7月 2日

対馬市

国道251号 土砂災書状況

平成27年 6月

島原港 高潮時の浸水状況

平成24年 9月 台風 6ヽ号

島原市

小浜港 高潮時の越波状況

平成24年 9月 台風16号

雲仙市
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30 インフラ老朽1ヒ対策について

【国土交通省】

【提案・要望】
維持管理計画に基づき、 トータルコス トの縮減 。平準化を図り、将来にわたって

必要なインフラの機能を発揮 し続けるために必要な予算を確保するとともに施策拡

大 (適用拡大)を図ること

(1)予算確保

(防災・安全交付金)

・道路災害防除事業、橋染補修事業、舗装補修事業
。港湾改修事業

・海岸事業

`砂防、地すべり、急傾斜緊急改築事業

・公営住宅ス トック総合改善事業

公ヽ園施設長寿命化対策支援事業

(2)施策拡大 (適用拡大)

・橋梁、 トンネルの点検における補助率の拡大及び経費の自治体県負担分の

起債対象化

・港湾施設の補修事業における浚渫事業の県負担分の起債対象化

・河川における老朽化護岸改築事業、補修事業の交付金化

・砂防、地すべりの緊急改築事業における事業採択基準の緩和

【本県の現状・課題等】

高度経済成長期以降、インフラ施設への行政需要が増大し、集中的に整備を進めた。これに

より、架設後50年経過している橋長15メ ー トル以上の橋りょう (県道路管理者分)が、現在

の92橋 (120/c)力Ⅲら20年後には349橋 1460/0)と なり、 トンネルにおいても建設後50年経過し

ているものが現在の16本(120/。)か ら20年後には54本 (390/c)と 急速に老朽化が進行する。ま

た、橋りょう、 トンネル以外の施設も同様に老朽化が進行している。

今後、老朽化するインフラ施設の維持補修や更新費用の増大が予想されることから、コスト

の縮減 。平準化を図るための維持管理計画に基づいた整備が必要である。

(本県の取組)

本県では平成27年度に、「長崎県公共施設等総合管理基本方針」を策定しており、インフラ

においてもこれに基づきライフサイクルコストの縮減等の戦略的な維持管理を実施している。
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当部F司
事業採択

基準

財源

要望内容
①国費 ②県費 ③市町費

道路点検 86% 3696 0%
補助率の拡大及び県
負担分の起債対象化

港湾 1/3-45% 41-50% 41-50% 0% 浚渫事業の県負担分
を起債対象化

河 川 交付金の適用拡大

砂防 50% 500/。 45% 5% 0% 事業採択基準の緩和

L_ぃ

【部門別の補修1事業等】

【提案・要望実現の効果】
必要な予算の確保及び施策の拡大 (適用拡大)が行われることにより、計画的な維持管理

が可能となり、ライフサイクルコストの縮減や平準化につながる。
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31 離島の学校教育の充実について

【文部科学省、国土交通省】

【提案・要望】
1 離島の小 。中学校における教育水準の維持向上を図り、本上部の学校との教育

格差を生 じさせないため、離島の学校に対する教職員加配制度を創設すること。

また、離島の高校に対する教職員加配制度を堅持すること

2 離島の高校への留学について、生徒の受入れ環境の整備や保護者の負担軽減な

どの支援をすること

【本県の現状。課題等】

<離島地区における教員数の確保>
多くの離島を有する本県では、離島の急激な人回の減少に伴い、児童生徒数も減少し、離島

の学校の小規模化が進んでいる。

離島の小 。中学校の小規模校の多くが、複式学級や中学校の免許外教科担任の発生、養護数

諭・学校事務職員の未配置といった状況を抱えており、免許を有する教諭から専門的な教育が

受けられない、健康管理や緊急医療対応等において課題がある、教頭や他の教員が事務を担当

するため児童生徒と関わる時間を奪うことになるなどの教育課題が生じている。

これらの課題へ対応するため、非常勤講師の配置を行っているが、離島の学校においては人

材確保が困難であることから十分に配置できない状況である。

離島の学校の児童生徒も本上の学校と同様の教育を受けることができるよう、小 。中学校で

は本上部との教育格差を改善・解消するための離島の学校を支援する加配制度の創設が急務と

なっている。

また、離島の高校においては、国からのカロ配により教育活動の充実が図られているが、この

措置がなくなると当該校の特色ある教育活動や生徒の実態等に配慮できなくなることから、引

き続き離島地区の学校に対する加配措置が不可欠である。

<離島留学制度への支援>
「高校生の離島留学制度」については、積極的な目的意識を持つ生徒を受け入れ、特色ある

学習の場を提供するため、平成15年度から対馬高校、壱岐高校、五島高校の3校で実施して

おり、平成30年度からさらに2校を加え、5校に拡充して実施する。当該制度をさらに充実

させ、留学生の帰省費及び下宿費に対する支援や寄宿舎の施設整備に対する支援が不可欠であ

る。
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O複式学級の状況 【平成 29年度】 O免許外教科担任発生の状況 【平成29年度】

(単位 :校 )(単位 :校 )

O本県離島地区高校の学校規模

小学校 離島の学校 本上の学校

複式学級を有する学
校数

43 39

学校数 255

複武学級を有する学
校の割合

55.8鴨 15,3γd

中学校 離島の学校 本土の学校

免許外教科が発生 して
いる学校

32 26

学校数 42 129

免許外教科が発生 して
いる学校の割合

76.2% 20.2%

収容定員 -120人 -240人 -360人 ハ,480人 -600人 -720人

学 級 数 ～ 3 ～ 6 ～ 9 ～ 12 ～ 15 ～ 18

学 校 数
4緒 盆持 2桂 11褒 11隆 2楼

離 島地 区 13被 /県立 言枝 56枝

○離 島留 学 の推 移
(人)
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【提案・要望実現の効果】                 ｀

(項 目1)

小 。中学校では、離島の学校を支援する加配制度の創設により、複式学級の改善・解消、

免許外教科担任の解消、養護教諭・事務職員未配置の改善 。解消が図られ、離島の学校の児

童生徒も本上の学校と同様の教育を受けることができるようになる。

高校では、離島地区に対する特別な加配の維持により、多様な進路希望や学力差に応じた
授業編成ができるとともに、理科等において専門的な科目の指導が行き届くようになる。そ
のことにより、各高校の教育水準の維持と併せて島外への生徒流出を抑えられる。

また、島民に不可欠な基礎的環境である学校教育の充実は、離島への定住を促進し、活性
イとを図る離島振興に大いに貢献することができる。

(項 目2)

本県で実施 している「高校生の離島留学制度」は、しまの豊かな自然や文化の中で学習の

場を提供することを目的として、県内外から生徒を受け入れており、生徒の生活面での支援
や施設を整えることは、生徒数の増加につながり、地域活力の向上や地域振興にもつなが

る。
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32 水中遺跡保護に関する調査研究体制の強化について

【文部科学省】

【提案・要望】
海洋国日本として、水中遺跡の保護や活用は重要な施策であることから、国にお

いて水中遺跡の専門的技術の開発や、地方公共団体の技術的支援を継続的に実施で

きるよう、以下について要望する

(1)水中遺跡の調査・保護に専門的に取り組む組織を九州日立博物館内に設置す

ること     
―

(2)長崎県松浦市鷹島に、上記組織の常設の調査研究施設を設置 し、調査研究及

び保存管理について、国策として取り組むこと

【本県の現状。課題等】

(現状)

平成24年 3月 に水中遺跡 としては国内で初めて鷹島神崎遺跡が国の史跡に指定され、保
存の重要性が国内外に向けて発信されるようになった。

長崎県松浦市鷹島では、松浦市や大学等による発掘調査で多くの元寇に関連する遺物が発
見され、これまで2隻の構造がわかる元寇船 (鷹島 1号沈没船・鷹島2号沈没船)が確認さ
れている。

また、平成25年から29年に実施 した県の調査では、国史跡外でも元寇船に関連する遺物
の分布や、遺物が包蔵される可能性がある地点が確認され、今後、国史跡の指定範囲がさら
に広がることが大いに期待される。

国において平成29年 10月 末にまとめられた報告書「水中遺跡保護の在り方について」の
中で、水中遺跡保護に関する適切な組織・部署を独立行政法人国立文化財機構内部に設置す
ることを検討するとの方向性が示されたところである。

独立行政法人国立文化財機構のうち九州に唯―設置されている九州国立博物館は地理的優
位性を有し、これまでの鷹島神崎遺跡における調査研究の成果をすでに共有していることか
らも、国・県・市の十分な連携が可能な施設である。

松浦市鷹島は、昭和55年から30年以上にわたり調査が行なわれ、元寇に関する約4千点
の遺物が出土するなど、貴重な遺物が存在する遺跡を有しており、実質的な水中遺跡の調査
の方法や、海中から出上した遺物の保存処理方法を研究する上で、有効な場所である。

(課題)

国において、水中遺跡の保護と開発事業間での調整や保存活用の手法等について、一定の

方向性が示されたものの、具体的な調査方法や、必要となる技術及び設備等は、示されてお
らず、地方自治体や大学等が国に先行 して独自に実施 している状況にある。

水中遣跡は、特殊な条件下での調査・保護が必要であることから、国においては、今後、
水中遺跡の標準的な調査基準を策定するとともに、調査研究にかかる専門的技術の強化や専
門職員の育成を図るためには、専門の組織や調査研究施設を設置する必要がある。

また、水中遺跡の調査により出土した遺物の引揚げや保存処理等は、陸上の遺跡とは異な
り、技術的に難 しく、また経費も多額になるなど多くの課題があり、県市のレベルで対応す
ることは困難である。
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【提案・要望実現の効果】
水中遺跡の調査研究施設が麿島に設置されることは、「元寇」の史実を国内外に広く周知

し、日本各地に残る水中遺跡の保護・活用を図ることが可能となる。

また、水中遺跡の研究拠点として国際的にも評価を得られ、海洋国家として誇示すること

が可能となり、東アジア地域をはじめとする諸外国との文化交流の促進につながる。

さらには、「長崎県」、「松浦市」、「席島」などの知名度が上がることにより、研究者のみ
ならず、一般観光客の増加も見込まれ、交流人口の拡大や地域の活性化にもつながる。
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